
第 1 回 南部町地域のあり方検討委員会次第 

                            日 時 令和７年９月２９日(月) 

                    １５:００～１７:００ 

                   場 所 キナルなんぶ多目的ルーム 

 

１ 開会 

 

２ 未来を創る課長あいさつ  

 

３ 南部町地域づくりアドバイザーあいさつ  

 

４ 委員紹介（別紙委員名簿参照）  

 

５ 委員長選出  

 

６ 議事 

（1） 南部町地域のあり方の検討方法について 【資料１】【資料２】  

（2） 南部町の現状と今後について 【資料３～資料７】  

（3） 南部町における地域のあり方について 【資料８】  

（4） その他  

 

７ 連絡   

 

８ 閉会 

 

【配布資料】 

 資料１・・・南部町地域のあり方検討委員会設置要綱 

 資料２・・・南部町地域のあり方検討委員会スケジュール(案) 

資料３・・・南部町の人口・今後の推移見通し 

  資料４・・・南部町の地域振興協議会の設立・現状 

  資料５・・・南部町における集落の現状・集落別人口一覧表 

  資料６・・・南部町の地域福祉政策 

  資料７・・・南部町の農業政策 

 資料８・・・南部町における地域のあり方について（論点整理） 
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南部町地域のあり方検討会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 南部町の地域づくりの基盤を担う集落及び地域振興協議会について、

将来にわたって持続可能な地域づくりのあるべき姿を検討するため、南部町

地域のあり方検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 検討会は、次の事項について検討し、町長に報告する。 

(1) 集落(自治会)のあり方に関すること。 

(2) 地域振興協議会のあり方に関すること。 

(3) 行政による地域政策のあり方に関すること。 

(4) その他地域づくりに関すること。 

（委員） 

第３条 検討会は、検討会委員（以下「委員」という。）２０名以内をもって

組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 地域振興協議会構成員 

(3) 地域福祉関係者 

(4) 農業関係者 

(5) 地域防災関係者 

(6) 社会教育関係者 

(7) 青年団等地域活動実践者 

(8) 町内の地域再生推進法人に所属する者 

(9) その他検討会の運営上町長が必要と認める者 

(委員の任期) 

第４条 委員の任期は、委嘱日から令和９年３月３１日までとする。ただし、

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

資料１
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（検討会の運営） 

第５条 検討会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定め

る。 

２ 委員長は、検討会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはそ

の職務を代理する。 

４ 検討会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

５ 検討会は、必要に応じて、関係機関等の説明又は意見若しくは助言を求め

ることができる。 

（庶務） 

第６条 検討会の庶務は、所管課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 



南部町地域のあり方検討会スケジュール(案) 

※検討会は、令和８年度も引き続き開催する予定です。 

年度 時期 項目 

令和７ ９月２９日（月） 第１回検討会 

（地域づくりリーダー研修会） 

１０月２７日（月） 第 2回検討会 

（地域づくりリーダー研修会） 

１１月１７日（月） 第 3回検討会 

（地域づくりリーダー研修会） 

令和８ １月２６日（月） 第４回検討会 

（地域づくりリーダー研修会） 

資料２



南部町の人口・今後の推移見通し

 日時：令和7年９月2９日（月）1５時～
場所：キナルなんぶ 多目的ルーム

1
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2013年から2024年の人口は、国勢調査年は国勢調査、その他は県の推計人口による（10月1日時点）
2025年は国勢調査の年であり、9月1日時点の県の推計人口（他の年と比べて1ヶ月少ない）
○2014年から2024年までの10年間で、1,299人（男526人、女773人）の減少（△11.7%）
○2010年国勢調査結果を踏まえた2013（H25）年推計による2020（R2）年人口は10313人でほぼ推計どおり（＋10人）
○2010年国勢調査結果を踏まえた2013（H25）年推計による2025（R7）年人口は9665人、
また、直近、2020年国勢調査結果を踏まえた2023（R5）年推計による2025（R7）年人口は9653人、
基準日（10月1日）1か月前の時点で、2023（R5）年推計による2025（R7）年人口をすでに9人下回っている

南部町の人口推移（過去10年）
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○2010年国勢調査結果を踏まえた2013（H25）年推計による2040（R22）年人口は7739人
○直近、2020年国勢調査結果を踏まえた2023（R5）年推計による2040（R22）年人口は7612人
⇒5年で600～650人（120～130人／年）の減少見込みだったものが、5年で650～700人（130～140人／年）
の減少見込みへと加速している

○ 2020年国勢調査結果を踏まえた2023（R5）年推計による2050（R32）年人口は6378人、2025年国勢調査
結果を踏まえた2028（R10）年推計では、さらに少ない見通しが示される可能性が高い

今後の人口推移見通し
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○2020年国勢調査結果を踏まえた2023（R5）年推計による2025（R7）年人口減少率は△6.5%
同じく若年（20代、30代）女性人口減少率は△12.4％、男性減少率は△12.3％で、全体よりも約６ポイント高い

○2020年国勢調査結果を踏まえた2023（R5）年推計による2050（R32）年人口減少率は△38.2%
同じく若年（20代、30代）女性人口減少率は△45.7％、男性減少率は△48.5%で、全体との格差はさらに広がる

⇒若年女性の減少率の拡大は、人口減少を加速させる要因ともなり得る
2025（R7）年時点で、すでに若年女性・男性ともに減少率の格差が広がっており、速やかな対策が求められる

若年女性・男性人口推移見通し
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「地域振興協議会」の設立と現状

令和7年9月 南部町未来を創る課

資料４



進む人口減少と少子高齢化

■114k㎡面積に 92の集落
■7つのエリアに地域振興協議会
■産業 第１次 615人（11.3％） 第２次 1,429人（26.3％）

第３次 3,394人（62.4％）  ※Ｒ2国勢調査

■人口 9,958人
年に100人減傾向

■世帯 3,888世帯
増加傾向

■高齢化率 39.5％
年1％ずつ増加

 0歳～64歳  6,063人
65歳以上 3,962人
■出生    R5  44人

Ｒ6 40人

2



地域振興協議会設立まで

平成１６年１０月１日 南部町誕生

「会見町」と「西伯町」の２町合併

平成１６年１０月１９日 坂本昭文南部町長就任

新町の施政方針として、

「地域自治組織づくり」を提案

『地域の課題は地域で解決し、自分たちの地域は
自分たちで創っていく、住民が責任と誇りを持って
取り組める新しい仕組みづくり』を提案

3



住民自治のあり方について検討開始

平成1６年１１月

まちづくりアンケート実施

・対象 過去５年間の区長及び区長経験者

・質問

「地域の課題を地域で解決するための住民自治組織

が必要だと思いますか」

■現在のままでよい   ３６．５％

■新たな住民組織を設置する又は区長会や既存組織
の連携や機能を強化する ５９．９％

本格的に地域づくりの取り組みが始まる
4



地域住民への説明

平成１６年１０月 地域政策課の設置

平成１７年２月～１９年６月

住民への説明会、地域づくり懇談会の実施

・区長会説明

・地域づくり講演会

・地区住民説明会・懇談会の開催

約１８０回 4,000人超参加者
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地域自治組織構想・区域割の検討

「地域自治組織検討委員会」を設置
平成１７年１１月 地域自治組織構想および

地域自治区の区域割について 諮問

平成１８年４月 答申
『住民自治を高めていく上で、必要であると判断』
『７つの区割り案が、最良と判断』

・

6



地域振興協議会を設置

町内を７つの振興区に分け、地域課題を解決
する地域振興協議会を設置

【活動の基本は行政との協働】

１ 住民自身による安全安心なまちづくり

２ 住民自身による地域課題の解決

３ 町民の意見集約及び調整

４ 地域づくり計画の策定とその実施

7



専任職員配置、条例を制定

平成１８年４月 地域自治組織準備主任辞令交付

各地区に２～３名、組織の支援職員を配置

平成１９年３月

南部町地域振興区の設置等に関する条例制定

名称「地域自治区」→「地域振興区」に

 「地域自治組織」→「地域振興協議会」

平成１９年４月～７月 ７地域振興協議会発足

8

「自らが暮らす地域のあり方を考え、地域の力を結集して様々な活動に
取り組む場として、かつ、町が町民の意見を町政の運営に反映し、町民
と共に魅力あるまちづくりを行う」ことを目的に発足



南部町地域振興区の設置等に関する条例

9

■地域振興区の定義（条例第１条）
この条例は、南部町に暮らす住民が、自らが暮らす地域のあり
方を考え、地域の力を結集して様々な活動に取り組む場として、
かつ、町が町民の意見を町政の運営に反映し、町民と共に魅力
ある地域づくりを行う場として設置する。

■町の責務（条例第２条）
町は、町民が主体的に地域活動を行い、かつ、町民と共に魅力
ある地域づくりを行う場である地域振興区に対し、そこに参加する
町民が主体的に活動できるよう積極的な施策を講ずるとともに、
必要な支援を行うものとする。

■町民の責務（条例第３条）
町民は、自らが暮らす地域をより住みやすく、活気のあるものと
するため、町民と行政が共に地域づくりを行う場である地域振興
区において行われる活動に参加するよう努めるものとする。
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7地域振興協議会のエリア

東西町地域振興協議会

大国地域振興協議会

法勝寺地区振興協議会

南さいはく振興協議会
 

あいみ手間山地域振興協議会  
 

あいみ富有の里地域振興協議会

天津地域振興協議会

旧 西伯町

旧会見町



平成１９年４月～

運営支援のため、町からの支援職員を２名配置（課長級、一般職）

平成１９年７月１日

地域振興協議会 会長、副会長を町非常勤特別職として辞令交付

平成２１年４月～

町内全集落に自主防災組織を立ち上げることを目的に、７協議会

に各１名ずつ「防災コーディネーター」を配置

平成２２年４月

支援職員のうち一般職を引き上げ、地元採用職員を雇用

平成２３年４月

支援職員を引き上げ、協議会と町との連携窓口として

「地域振興協議会サポートスタッフ」（会計年度任用職員）を配置

役場企画政策課（現未来を創る課）に１名配置

令和４年１０月～

地域振興協議会における福祉機能の強化

「福祉コーディネーター」（会計年度任用職員）を配置

役場健康福祉課（現福祉政策課）に３名配置
11

人的体制
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南部町７地域振興協議会 と 集落（住民）、行政との連携フロー
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[南部町地域振興協議会]
（７団体）

町
（
行
政
）

協
議
会
を
構
成
す
る
集
落

情報・認識の共有

（毎月の連絡会と各部署が必要に応じて

協議・施策に反映）

財政支援

（交付金規則制定）

身近な公共の実施（防災、コニュ

ニティ活性化、環境、福祉他）

法的裏付け

（地域振興区の設置等を定める条例）

集落代表

（区長等）

各部役員・部員

集落対策（地域課題の解決）

（協議会と住民、行政の協働）

集落支援員（事務局員）

[協議会規則に基づく活動]

[募集]

[採用]

（雇用条件通知書）

事業・会計等専門的支援
地域振興協議会

サポートスタッフ



　会長 　（任期３年、町非常勤特別職）

副会長 　（任期３年、町非常勤特別職）

総務企画部 公民館部 地域づくり部 ふれあい部

部長 部長 部長 部長

副部長 副部長 副部長 副部長

部員 部員 部員 部員

事業内容 事業内容 事業内容 事業内容

生活安全の確保 生活環境 健康管理・増進

交通安全 植樹、花壇設置 福祉の向上

自主防災組織育成 運動会、スポーツ ごみ収集所の設置 健康づくり

防犯活動 伝統文化の継承 道路・公園の清掃 体力づくり

子ども見守り お祭りの開催 地域内一斉清掃 食生活改善の推進

防犯灯の設置及び管理 青少年の健全育成 産業振興 ご近所福祉

生活環境の整備 子ども会の育成 農・林道の補修 敬老会開催

危険箇所の改善 人権啓発活動 特産品の開発 子育て支援

男女共同参画社会推進 収穫祭

農作物被害対策

事　　務　　局

文化・学習・ス
ポーツ活動

評議委員会
（地区内集落
の区長、議決
権をもつ）

会長・副会長は各地域
で選出され、町長がこ
れを承認する。

　
事
務
局
員
２
名
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協議会の組織体制
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令和７年度予算額 約８０，０００千円
１協議会当り約１０，０００万円

◎この交付金のほか公共施設の指定管理収入のある協議会が6協議会ある。

活動費、人件費等は交付金

◆振興協議会運営分 約１０，０００千円
（行政文書配布分・広報誌発行分・専門部運営分）

◆地域活動活性化分 約１５，０００千円
（敬老会費相当分、福祉コーディネーター活動分、地域・集落対策）

◆事務局員雇用支援 約５５，０００千円
（人件費・社会保険料・通勤費等含む。）

事務局員は各協議会２名分
集落支援員に任命（集落対策特別交付税財源）



集落別人口・世帯数

（R7.5末時点）

集計区分 集計区分名 男_合計 女_合計 総計 世帯数_合計

101 東西町一区 123 140 263 106

102 東西町二区 131 164 295 121

103 東西町三区 115 115 230 105

104 東西町四区 133 132 265 119

東西町地区 502 551 1,053 451

201 境 104 104 208 76

202 坂根 50 54 104 34

203 谷川 105 99 204 77

204 柏尾 102 104 206 69

205 清水川 45 50 95 33

206 下阿賀 155 175 330 125

207 上阿賀 197 206 403 164

208 四季 82 84 166 69

209 フォレストタウン 64 62 126 45

天津地区 904 938 1,842 692

301 原 107 106 213 72

302 北方 45 70 115 52

303 長田 34 38 72 27

304 猪小路 43 52 95 38

305 与一谷 15 14 29 9

306 鍋倉 5 5 10 4

307 西 49 53 102 33

308 口絹屋 17 24 41 12

309 奥絹屋 31 31 62 20

310 小原 55 43 98 41

311 倭 154 151 305 113

313 倭二区 12 10 22 8

314 大国田園ハイツ 50 75 125 41

315 ルーラルタウン 40 39 79 25

大国地区 657 711 1,368 495

401 法勝寺一区 47 45 92 39

402 法勝寺二区 47 71 118 53

403 法勝寺三区 16 23 39 16

404 法勝寺四区 13 17 30 14

405 法勝寺五区 20 19 39 16

資料5



集計区分 集計区分名 男_合計 女_合計 総計 世帯数_合計

406 法勝寺六区 14 17 31 18

407 法勝寺七区 48 53 101 49

408 法勝寺八区 6 7 13 9

411 落合下 44 52 96 35

412 落合上 44 42 86 27

413 落合団地 11 19 30 11

414 菅田団地 10 5 15 9

415 戸構団地 7 16 23 15

416 城山 33 58 91 40

417 戸構 30 36 66 29

418 下鴨部 48 41 89 28

419 上鴨部 46 39 85 27

420 福頼 25 37 62 22

421 掛相 26 24 50 15

422 馬佐良 29 31 60 20

424 馬場 55 58 113 52

425 徳長 25 31 56 20

426 武信 15 16 31 11

427 道河内 18 28 46 13

428 伐株 14 15 29 9

429 いずみ 79 70 149 67

430 三本木 41 48 89 33

法勝寺地区 811 918 1,729 697

501 今長 20 21 41 14

502 江原 29 34 63 24

503 八金 25 28 53 20

504 金ヶ崎 4 4 8 4

505 二桝 9 15 24 9

506 常清 7 6 13 8

507 金山 33 33 66 31

601 能竹 36 41 77 22

602 賀祥 15 16 31 9

603 入蔵 28 27 55 19

604 騂牛 16 15 31 17

605 早田 22 25 47 21

606 赤谷 19 25 44 17

607 大河内 8 9 17 7

608 笹畑 6 8 14 6



集計区分 集計区分名 男_合計 女_合計 総計 世帯数_合計

609 大木屋 11 7 18 12

南さいはく地区 288 314 602 240

1,011 天萬（１番組） 86 84 170 77

1,012 天萬（２番組） 30 29 59 21

1,013 天萬（３番組） 29 30 59 29

1,014 天萬（４番組） 18 16 34 16

1,015 天萬（５番組） 41 57 98 31

1,016 天萬（６番組） 35 40 75 34

1,017 天萬（７番組） 39 28 67 24

1,018 天萬（８番組） 32 40 72 31

1,020 三崎 90 87 177 63

1,030 寺内 49 59 108 44

1,040 宮前一 69 75 144 46

1,050 宮前二 110 100 210 88

1,060 田住 80 87 167 55

1,100 福里 129 146 275 89

1,070 西原 26 28 54 16

1,080 諸木 33 44 77 27

1,090 円山 203 233 436 169

手間山地区 1,099 1,183 2,282 860

1,210 浅井 46 43 89 31

1,220 高姫 51 50 101 33

1,230 井上 23 27 50 20

1,240 御内谷 40 46 86 33

1,250 金田 70 83 153 47

1,260 市山 72 67 139 45

1,270 縄平 19 18 37 14

1,281 朝金（１） 34 33 67 23

1,282 朝金（２） 25 26 51 18

1,290 上野 14 18 32 11

1,300 池野 39 39 78 26

1,310 鶴田 33 28 61 21

1,320 荻名 10 15 25 9

賀野地区 476 493 969 331

4,737 5,108 9,845 3,766

※西伯病院、祥福園、ゆうらくを除く。



地域福祉推進計画の実現にむけて

資料６



１ 地域福祉と社会福祉

社会福祉とは
社会福祉とは、国家扶助の適用をうけ

ている者、身体障害者、児童、その他援
護育成を要する者が、自立してその能力
を発揮できるよう、必要な生活指導、更
生補導、その他の援護育成を行うこと
（1950年 社会保障制度に関する勧告）

社会保障とは
社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、

死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原
因に対し、保険的方法又は直接公の負担
において経済保障の途を講じ、生活困窮
に陥った者に対しては、国家扶助によっ
て最低限度の生活を保障するとともに、
公衆衛生及び社会福祉の向上を図
り、・・・・
（1950年 社会保障制度に関する勧告）

（厚生労働省ホームページ 社会保障とは何か）



１ 地域福祉と社会福祉

地域福祉とは（社会福祉法第4条「地域福祉の推進」）

１ 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の
実現を目指して行わなければならない

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（以下「地域
住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員
として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるよう
に、地域福祉の推進に努めなければならない。

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱
える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは
要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福
祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が
日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（以下「地域生活
課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」
という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。



１地域福祉と社会福祉 地域福祉と社会福祉を構造的にみると・・・

供給側の視点からサービスの体系化
を試みる＝ 公的サービス

社会福祉利用者＝全ての町民

介護

教育

家屋維持

近所関係

栄養管理

健康維持

子育て

収入

つどいの場 移動

入浴

洗濯

障がい

娯楽

公
的
施
策
を
制
度
化

介護予防

地域福祉

利用者側の視点からサービスの体系化を
試みる＝ 地域のサービス

「日中おじいちゃんが
一人で心配・・・」

・公的なサービス
領域別に体系づけられている

↓
どの要件に該当するか
・高齢ならどのくらい介護が必要か？
・障がいの程度は？

↓
社会的必要度の高いものを制度化する

社会福祉
制度運用の枠の中で、利用者の利益を考
える

※一方で制度の細分化により制度と制
度の間で解決できない課題が生じる

住民が暮らす生活の場＝地域

・便利屋さん

・お友達

・あきらめる

・ご近所さん

地域福祉
・社会福祉サービスの領域
に含まれない部分にも様々
な課題がある
・それらを、住民が暮らす
生活の場=地域で捉える

出典「できるところからの地域福祉」㈶さわやか福祉財団

供
給
の
公
平
性
と

効
率
性
に
よ
り
分
類

生
活
課
題

地域のちから 地域資源
公的財源

住民主体の支え合い活動（地域福祉活動）

≪地域共生社会の実現≫ ≪生存権の保障（憲法）≫

自治体の福祉施策（地域福祉施策） 国の福祉施策（社会保障施策）

作成：加納諭史



２ 地域福祉推進計画

・地域福祉計画は、平成12年６月の社会福祉事業法等の改正により、社会福祉法に新たに規定された事項であり、市町村地域福祉計画及び都道府県地
域福祉支援計画からなる。
・地域福祉計画は、地域福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て、地域生活課題を明らかにするとともに、その解決のために必要となる施策の
内容や量、体制等について、庁内関係部局はもとより、多様な関係機関や専門職も含めて協議の上、目標を設定し、計画的に整備していくことを内容
とするもの。
・地域福祉計画の策定については、平成30年４月の社会福祉法（昭和26年法律第45号）の一部改正により、任意とされていたものが努力義務とされ、
さらに、「地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項」を記載する、いわゆる「上位計画」
として位置付けられる。
・また、上記法改正において、法第106条の３第１項各号で規定する「包括的な支援体制の整備に係る事業に関する事項」が計画に盛り込むべき事項
として新たに追加された。 （厚生労働省ホームページ）

平成16年10月「地域福祉計画」策定

令和3年3月「地域福祉推進計画」策定



２ 地域福祉推進計画 地域共生社会の実現に向けて 地域福祉推進計画が目指すところ

基本理念：みんながいきいきと活躍し、心つないで支え合う共生のまちづくり
だれもが住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるため、
地域を構成するすべての構成員が支え合いつながりのもとで、
高齢者に限らず子ども達、障がいのある方など全ての方に
制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、『我が事』として参画し、
人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながるまちづくりを展開する。

令和3年3月策定／計画期間：令和3年4月～令和8年3月

体系：４つの基本目標 １３の基本計画

重点取組１ 地域振興協議会の福祉機能の強化

重点取組３ 共生型総合相談体制の構築

重点取組２ 福祉学習の推進と担い手づくり

重点取組４ 健康づくりの推進



≪地域振興区≫

≪地域振興協議会≫

≪プラットフォーム≫

≪福祉推進事務局≫

民生児童委員 法14条

健康増進委員

地域福祉委員

老人クラブ

ボランティア団体

当事者団体

介護・福祉事業所地域の 課題

≪行政≫ FCD増員財政支援

オール健康福祉課

役割の整理

≪社会福祉協議会≫

地域振興協議会の一連の作業をサポート

担い手づくりに必要な研修会の開催

助成金の申請など必要な財源づくり

をサポート

役割の整理

FCD

活
動
支
援
・
連
携
協
働

積
極
的
な
協
働
・
ア
ド
バ
イ
ス

関
わ
り
の
強
化
・
充
実

庁内外の連携強化

人材を募
る

地域振興協議会の福祉機能の強化 ～安心して暮らし続けられる地域を目指し地域福祉推進計画の実現へ～

福祉
コーディネーター

福祉
コーディネーター

共
生
型
支
援
会
議

支
え
愛
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

福祉活動をまわ
す

FCD

「いらすとや」

重点取組１

福祉活動
（常設型サロン、１００歳体操、相談窓口、移送サービス等）

作成：加納諭史



地域福祉推進計画の実現にむけて
地区担当2名ずつを配置し地域を支援
（オール健康福祉課）

作成：加納諭史



1

南部町における農業政策

資料７



○ 経営耕地規模別農家数

区分 2020年

0.3ha未満 15

0.3～0.5ha 155

～1.0ha 275

～2.0ha 116

～3.0ha 22

3.0ha以上 38（5.0ha以上20）

○ 農業産出額（推計、単位千万円）

区分 2021年

米 54

果実 27

野菜 20

肉用牛 12

乳用牛 11

○ 耕地面積1,130ha（町面積の約１0％）

2

南部町農業の状況

樹園地
梨、柿の栽培が盛ん。



3

粗放的利用導入の経緯

耕作者が亡くなり、
誰かに作ってもらいたい、
売りたい（山際、谷筋＊水利はため池）

相談者a

近所等に相談されて事務局まで連絡

農業委員を通じて相談するも、担い手、買い手なし

解決しないまま、相談は積み重なっていく…

外部人材、外部企業、起業する者の発掘
条件の良い
「ほ場」へ



4

■ 10年後も自作（機械は自己所有）

（対象集落）
町の南部に位置。世帯数19戸。
14歳以下の年少人口6.8％ / 75歳以上人口31.8％

課題の共有 赤農地の管理をどうする？

■ 10年後 担い手不在（農業継続不可）

■ 10年後 担い手存在（現在、担い手に貸出、又は作業委託中）地域計画



5

現場を直視し、解決に向けた考え方

仲間をつくり、地域の枠を超えていく

5

まずは、できることから

遊休化する農地
同様な状況にある地域との

連携が必要か

管理労力がかからないような
「粗放的管理」の検討

そして、販路を意識

自治体内の
地域づくり部門との連携

都市部企業との
“つながり”模索



地域課題解決型コラボレーション

ローゼルプロジェクト

鳥取県南部町× chano-ma



7

プロジェクトの概要



8

プロジェクトの概要



9

R５年の農業委員改選に伴い、

新たな農地利用最適化推進委員の発案で、

粗放的利用の作物として、ローゼル栽培が始まる。

R6年は、委員が中心となり

町内各地に約１４０本のローゼルを試験栽培



ローゼルの種（ポット植え）
（令和６年５月）

手作り栽培講習会
（令和６年６月）

10



現在の状況
令和６年10月頃

11



南部町における
地域のあり方について

＜論点整理＞

作野広和

2025年度

南部町地域のあり方検討委員会

島根大学教育学部教授

南部町地域づくりアドバイザー



アドバンテージ１：高校生サークル・新青年団等による若者の活躍

若者の動きが地域の維持にど
のように役立っているのか？

社会教育やコミュニティ・
スクールの活動が，

地域人材の育成に，どのよう
に役だっているのか？

＜基本的問題意識＞

「地域人材の育成」とは
何かという根源的問題に
たどり着く 2



◆無料職業紹介
◆しごとコンビニ
◆ごちゃまぜ拠点
◆地域共生社会実現
拠点

◆空き家を利活用した
分散型居住

アドバンテージ２：南部町版生涯活躍のまち（日本版CCRC）

◆企業人材との協働事業
◆都市部の大学との空き家プロジェ
クト

◆キナルなんぶ多世代交流の複合施設
◆各地域のサテライト拠点
◆JOCAのごちゃまぜ多世代交流の場

◆まちの保健室
◆健康づくり、介護
予防、減塩事業
◆地域福祉コーディ
ネーター

交流・居場所

活躍・しごと住まい 健康

人の流れづくり

（南部町資料より転載） 3CCRC：Continuing Care Retirement Community 



サテライト
拠点エリア

法勝寺拠点エリア

（一社）手間山の里

社会福祉協議会
各拠点を循環バス等
によりネットワーク
で結び、町全域で
『生涯活躍のまち南
部町』を実現する。

公益社団法人
青年海外協力協会

NPO法人
なんぶ里山デザイン機構

あいみ富有の里
地域振興協議会

お試し住宅
「えん処 米や」

複合施設
「キナルなんぶ」

ごちゃまぜ施設
「法勝寺温泉」

手間
サテライト
拠点

賀野
サテライト
拠点

地域共生
社会実現
拠点

南さいはく
サテライト
拠点

◆拠点エリアに、お試し住宅兼地域交流拠点、複合施設、
ごちゃまぜ交流拠点、総合型地域スポーツクラブ拠点

◆サテライト拠点エリアに、各地域交流拠点、
地域共生社会実現拠点

アドバンテージ３：適切なハード整備（生涯活躍のまちの拠点・サテライト）

4（南部町資料より転載）



5

アドバンテージ４：学校教育（CS）・社会教育（地域学校協働活動）の充実



6



集落の課題：鳥取県南部町のヒアリングから

■高齢化
集落活動をできるもので一番若いものが50歳手前で、こちらの年代がなかなか出てこられない。
高齢者が若い世代に任せきれない，または，任せる雰囲気・流れではない。

■次世代への引継

行事は小規模しながらも継続し，行事や役目は地域のコミュニケーションであると皆で理解して
いる。昭和世代のまとまりは良いが，その下の世代をはじめ，以降の世代への引き継ぎが微妙で，
婦人会もなくなった。これからは人口・世帯・家屋が古くなっていき，集落に対するそれぞれの思
いを形にしていく取り組みが必要である。

■区長の負担・継続

区長は１年での輪番制に変更し，区長が直々に役員のなり手を出すため頼み込みをすることから、
区長の負担が大きい。集落を現代にあったスタイルに変えようという動き，また役場に全部投げず
に基礎自治組織である集落を継続して自治を実行しようという意気込みはある。新しく入ってくる
人々も多く、次世代の集落運営に期待している。

（2024年度「南部町ヒアリング調査」より作成） 7



集落からみた地域運営組織に対する課題：鳥取県南部町
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■機能分担

協議会については大義名分があり，よくやっておられるのは良いが，小さい集落はなかなかつい
ていけないのが現状であり，苦慮している。部会や組織，役員を本当にいるかっもう一度確認して
見直すことが必要である。世代交代がなかなか出来ていないことも課題である。

■存在意義
役員選出など集落の負担となる要素があるため，存在意義を見出せない。

■集落と協議会の関係

集落の課題は集落のみんなで何とか解決をしてきたし，毎年の恒例行事を小規模化したり負担感
を感じつつも何とかやりくりしてきた。しかし，向こう５年、10年先を考えると、どうしようもな

くなっているかもしれない。また，協議会についても役員の選出や行事の使いまわし，「ただ，こ
なすだけ」についても負担感を感じている。地域においては地縁が強く，協議会が一定の役割を果
たしつつも，住民が負担と感じる部分が多くを占めている。

（2024年度「南部町ヒアリング調査」より作成）
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地域振興
協議会

＜ネットワーク型組織＞

志縁組織
「みんなで」楽しむ組織

＜階層型組織＞

地縁組織

南部町

地区

集落

住民しか入れない組織 住民以外も参画できる組織

世帯の集まり

集落の集まり

地区の集まり

補完性の原則

車輪の両輪

地縁組織と志縁組織は相互の
独立性を担保しながらも
必要な時には補完しあう存在

地縁組織（集落）と志縁組織（地域振興協議会）の関係

住民主体



南部町において想定される「地域のあり方」に関する論点
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１ 住民自治のあり方：「そもそも論」を議論する必要性

• 住民の役割，行政の役割は何か？

• 住民はどのように主体的な行動が行えるか？ 「内発性」

２ 住民自治組織のあり方：集落と振興協議会の関係性

• 地縁組織：集落（自治会）

• 地域運営組織：地域振興協議会

３ 系統的政策のあり方：タテをヨコにつなげる必要性

• 保健・医療・福祉

• 防災，交通

• 学校教育と地域：コミュニティスクール（地域とともにある学校づくり）

• 社会教育と地域：スクールコミュニティ（学校を核とした地域づくり）

４ 地域課題解決・地域資源活用のあり方：地域における主体

• 地域課題解決：集落でやること，協議会でやること，行政でやること

• 地域資源活用：楽しみながら，やりがい，生きがい

• 主体がばらばらだと参加者が少なく，担う人がたいへん

• シナリオ：協議会が地域をコーディネートし，集落が地域のあり方を見直す？

住民主体による地域づくり
（内発的発展）

住民主体が理想であるが
過疎化・高齢化でしんどい

地域を維持する新たな
仕組みを「みんなで」
構築する必要がある

納得のいく地域改革

「集落との違いがわからない！」



〇南部町は、2007(平成19)年度に7地区に地域
運営組織である地域振興協議会を設立。2024(令
和6)年で17年目を迎え、地域に定着するととも
に、その役割を果たし続けている。
〇集落は、従来通りの活動を継続しているが、各
集落も人口減少が継続し、高齢化が進展し続けて
いるため、役員のなり手不足や機能低下が進んで
いる。
〇本来、集落の機能低下を補完する自治組織とし
て地域振興協議会が設営されているが、実際には
地域振興協議会が固有の機能を担うことが多く、
集落の機能補完の役割を十分に果たしていない。
地域振興協議会にそのような意欲があったとして
も、集落側にはそのような発想にかけている例も
多々みられる。

地域振興協議会の現状 問題点 必要な対応

人口減少は、住民に

とって、地域の自治のあ
り方にも大きな影響が及
ぼされる。

集落や地域の担い手

がいなくなる中で、地域
振興協議会が集落の補完
的機能を十分発揮できて
いない。

地域振興協議会 ⇔ 集落(自治会) 集落×地域振興協議会×行政

1.個々の集落の役割の再定義

2.集落と地域振興協議会との関係の再構築

3.地域振興協議会の機能の見直し

地域のあり方
の再検討が必要

現状を踏まえ、
地域のあり方を再検討する必要がある。

具体的には…

行政組織による地域政策のあり方
の大胆な見直し 地域振興協議会のあり方検討

集落のあり方検討と
行政との関係見直し

・地域振興協議会のあるべき姿の検討
・集落の補完的機能の整理

・行政組織が、集落や地域にお願いして
きた事項(役職、機能)等の整理
・南部町の地域政策のあるべき姿の検討

・個々の集落のあるべき姿の検討
・行政との関係のあり方の見直し

南部町における地域のあり方検討概要（検討中）

町レベルで取り組む 地区レベルで取り組む 集落レベルで取り組む

4.行政による地域政策の変革
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地域のあり方検討準備、検討開始

地域のあり方検討

地域のあり方改革準備
地域戦略会議(有識者会議)

実行1年目【2地区程度】

2025(R7)年度

2026(R8)年度

2027(R9)年度

2028(R10)年度

実
行

あ
り
方
検
討

行政組織による地域政策
のあり方の大胆な見直し

集落(自治会)のあり方検
討と行政との関係見直し

集落(自治会)のあり方検
討と行政との関係を見直し

※検討を行う中で、必要に応じて取り組む内容を見直していく。

実行2年目【3地区程度】

実行3年目【2地区程度】

新体制整備完了
まち全体が新しい地域のしくみで動き出す

完
成

2029(R11)年度

2030(R12)年度

2031(R13)年度

地域のあり方検討スケジュール（検討中）

現状把握

検討1年目
検討２年目

改革準備
実行１年目

実行2年目
実行3年目

新体制
整備完了

取組内容 各年度の取組

地域のあり方検討

改革実行、検証、ブラッシュアップ

完成

令和10年度には「南部町の地域政策改革」実行初年度が
迎えられるよう、2年間の検討、１年間の準備を行う。

R６

R7
R8

R9
R10

R11
R12

R13

実行に向けた準備

現状把握(共同研究による実態調査)2024(R6)年度
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